




まかせて安心・組合の税金対策活動

年間をとおし、学習会の開催や税理士による税金相談を行っています。

特に、３月１５日の『確定申告』にあわせた税金対策活動は、１月下旬

から３月までの期間、所得税・消費税の学習会や決算指導又、税理士に

による個別相談を実施しています。

日常の記帳には、つけやすい「所得計算書」等を利用し多くの組合員が

組合内申告会をとおして、自主申告に参加しています。

また、「税務署からのお尋ね」や、「個別調査」のときは、税理士によ

相談窓口を設置して、組合員の利益(納税者の権利)を守って解決に努め

ています。

日頃、税金の諸問題でお悩みの組合員仲間はお気軽にご相談下さい。

相談員として組合顧問税理士が対応させて頂きます。
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